
令和８年度会計年度任用職員（フルタイム） 

大潟区総合事務所窓口業務等職員を募集します 
 

申込期間   令和８年 2 月 9 日（月）～２月 20 日（金） 

（期間中の土・日曜日及び祝日は受け付けません。） 

（応募がない場合は、期間を延長することがあります。） 

     試 験 日   令和８年２月 26 日（木） 
 

１ 任用形態 

（１）身  分 会計年度任用職員 

（２）任用期間 令和８年４月 1 日から令和９年 3 月 31 日まで 

        ※任用期間満了後 1 年を超えない範囲で再度任用する場合があります。 

         ただし、継続勤務期間は、公募による採用から 4 年経過後の年度（最 

長 5 年）を上限とします（継続勤務期間の上限に達した場合であって

も、再応募が可能です）。 

２ 募集職種   大潟区総合事務所窓口業務等職員 

３ 募集人数   1 人 

４ 職務内容   (1) マイナンバーカード、戸籍、住民基本台帳記録、印鑑登録、国民健康
保険、後期高齢者医療制度、国民年金等の業務 

         (2) 各種証明書の交付請求についての受付、交付事務 

         (3) その他総合事務所長が必要と認める業務 

５ 勤務場所   大潟区総合事務所（上越市大潟区土底浜 1081 番地 1） 

６ 受験資格等   

次のいずれにも該当する人 

(１) 窓口業務及び一般事務業務に関する実務経験がそれぞれ１年以上あること 

(２) 基本的なパソコン操作(ワード、エクセル)ができること 

※次のいずれかに該当する人は、受験できません 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

イ 上越市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない人 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

７ 試験内容・申込方法 

(１) 試験内容 面接試験（個別面接） 

(２) 試験日等 令和８年２月 26 日（木）※面接時間については、申込者に後日お知らせします。 

(３) 試験会場 大潟区総合事務所 

(４) 申込方法 令和８年度会計年度任用職員（フルタイム）［大潟区総合事務所窓口業務等職

員］の応募であることが分かるように、下記書類を大潟区総合事務所市民生活・福祉グル

ープへ郵送または持参してください（他の窓口等に提出した書類は受け付けません）。 

        ア 受験申込書 

イ 履歴書 

ウ 職務経歴書（任意様式） 

 ※受験申込書および履歴書は指定様式を使用の上、履歴書には写真を貼付

し、必要事項を記入してください。 

(５)申込受付締切 令和８年 2月 20日（金）必着 

(６)結果通知 受験された方全員に文書又は電話でお知らせします。 

  (７)そ の 他 受験申込時の提出書類は、以下の通り取扱います。 

・合格の場合…返却しません。 

         ・不合格の場合…結果通知に同封し、返却します。 
（次頁に続きます。） 

※指定様式は、上越市ホームページ（人事課）の会計年

度任用職員応募様式一覧からダウンロードするか、ハ

ローワークで申し込みの際に受け取ってください。 

（指定様式） 



 

８ 勤務条件等 

※給料及び通勤費の額と期末・勤勉手当の支給月数は、令和７年度実績です。 

（給料額等の最終決定は、市の令和８年度予算成立後となります。） 

 

９ その他 

・受験のための旅費等は、支給しません。 

・採用の最終決定は、市の令和８年度予算成立後となります。 

 

勤務日 月曜日から金曜日までの週 5 日 

勤務時間 
(1)８時３０分から 1７時１５分まで 

（うち休憩時間 60分、勤務時間７時間４５分） 

時間外勤務

イベント等

への動員 

あり 

※所属における時間外勤務や動員のほか、所属を越えた動員や災害時の応援業務

をお願いする場合があります。 

週休日等 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12/29～1/3) 

給料※ １８８，０００円／月 

期末・勤勉

手当※ 

任用期間等に応じて、6 月期、12 月期に計 3.52５月分を支給(各 1.7６25 月) 

※令和８年 6 月の支給期は在職期間が 3月未満となるため、最大 0.52875 月分 

通勤費※ 1 か月当たり１５０，０００円以内（通勤方法や距離に応じて支給） 

健康保険 

厚生年金 

加入します。ただし、任用日において、健康保険は 75 歳以上、厚生年金は 70 歳

以上の方は加入できません。 

雇用保険 

加入します。 

※任用から７か月目以降は、退職手当が支給されるため、６か月目までの加入と 

なります。 

休暇 
年次有給休暇あり。 

その他に有給・無給の特別休暇があります。 

その他 
自家用車で通勤する場合は、月 900 円の駐車場使用料を負担していただきます。

(通勤距離が 1.5 ㎞未満の場合、駐車場使用は原則不可。) 

【申込み・問合せ先】 

上越市 大潟区総合事務所 市民生活・福祉グループ 

所在地：〒94３-3192 上越市大潟区土底浜１０８１番地 1 

電 話：025-534-6807（内線 271） 

 


